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令和４年  

２月２５日号 広  報 ～～～～～～～～～～～～ 
第11便 参考サイト 

ウイルス対策ソフト・サービスの導入 
【ウイルス感染対策方法】 
・Windowsには Windows Defender（Windows OSに
標準搭載されたセキュリティ対策）が組み込まれて
いますが、心配な方は機器や取り扱う情報、端末数
に応じた検討が必要です。※OSのサポートが終了す
ると、十分な対策が取れません。 

 
・有料のウイルス対策ソフトを導入。 
・インターネット接続サービスを行う 
事業者（プロバイダ）のウイルス 
対策サービスの利用など。 

鍼灸マッサージ券 
高齢者タクシー券 
福祉タクシー券 

の交付について 
 

 ▼対 象 者／町内にお住まいの方 

        ※施設に入所されている方は、対象外となります。 

 ▼要  件／➀鍼灸マッサージ券 65歳以上の方（誕生日を迎えた月から該当） 

        ②高齢者タクシー券 満 80歳以上の方（誕生日を迎えた月から該当） 

        ③福祉タクシー券・身体障がい者手帳３級以上の方 

                 【上肢、下肢、体幹、視覚障がい、内部障がい（心臓、腎臓、呼吸器）】 

                 ・精神障がい者手帳１級の方 

                 ・療育手帳Ａの方 

 ▼助成内容／➀1,000円×４枚（１回につき１枚利用できます） 

        ②、③700円×最大 24枚（申請月から３月までの月数×２枚） 

 ▼利用可能店／➀「新庄最上鍼灸マッサージ師会」会員店で利用できます 

        ②、③「有限会社星川タクシー」および「介護タクシーもがみ」で利用できます 

  

▼注 意 点／・これまで申請されたことがない方および令和３年度に利用券の受け取りをしなかった方が 

利用を希望される場合は、交付申請の手続きが必要となります。 

・自動車税および軽自動車税の減免を受けられている方は、高齢者タクシー券・福祉タクシー

券の交付申請が出来ません。 

・「ねたきり老人移送サービス助成事業」および「重度身体障がい者ひまわり事業」の適応期間 

中は、高齢者タクシー券・福祉タクシー券を利用することが出来ません。 

・利用券の受け取りについては、例年健康福祉課窓口にて渡していますが、新型コロナ 

ウイルス感染症拡大防止のため、前年まで利用されていた方へは、３月中旬に確認用のは 

がきを郵送します。その後、３月下旬に利用券を郵送します。 

 ▼問い合わせ／舟形町健康福祉課福祉係 ☎（32）0655 
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 危険物取扱者・消防設備士の義務として、消防法令では、免状交付の日から 10年以内ごとに写真の

書換えをしなければならない規定となっております。 

 免状の写真下欄記載の期限を確認の上、速やかに手続きをされるようお知らせします。 

※書換申請書は、各消防本部、県庁消防救急課、県各総合支庁、（一財）消防試験研究センター山形支部等に

備えています。 

▼問い合わせ／（一財）消防試験研究センター 山形県支部 ☎023（631）0761 

危険物取扱者・消防設備士の免状をお持ちのみなさまへ 

 令和３年分確定申告について、新型コロナウイルス感染症の影響により申告が困難な方については、

令和４年４月 15日までの間、簡易な方法により申告・納付期限の延長を申請することができます。 

 詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。 

 

 

▼問い合わせ／新庄税務署 個人課税部門 ☎（22）5113 

所得税の確定申告および納付期限の延長について 

最上広域青少年指導センター 

若者社会参加支援 巡 回 相 談 
 最上広域青少年指導センターでは、コミュニケーションが苦手で社会参加に不安を持
つ若者、ひきこもりや就労していない若者を対象にした相談活動を行なっています。 
 何か悩みを抱えている、悩みとまではいかないけど誰かに話を聞いてほしいと考えて
いる方やご家族の方など、お気軽にご相談ください。 
 

◇相談日   令和４年３月 10日（木） 

◇時間    午前９時 30分～11時 30分 

◇場所    舟形町中央公民館 ２階研修室 

◇相談料   無料 

◇問い合わせ 最上広域青少年指導センター 

              新庄市教育委員会 社会教育課内 

☎（22）2111 （内線）463 



                          

                          

                          

                          

                          

 

危険物取扱者 
消防設備士  

  試験案内 
▼受験申請先／（一財）消防試験研究センター 山形県支部 
▼受験申請方法／電子申請、書面（持参・郵送） 
▼受験願書等の常設場所／各消防本部、県庁消防救急科、県各総合支庁総務課 

（一財）消防試験研究センター 山形県支部 等 
▼試験日程／ 

〇危険物取扱者試験 

 

▼問い合わせ／①試験全般に関すること 
       （一財）消防試験研究センター 山形県支部 ☎023（631）0761 
       ②電子申請に関すること 
       電子申請については、当センターのホームページに詳細な利用方法やＱ＆Ａが掲載さ

れています。必ずご確認ください。 
       （一財）消防試験研究センター 電子申請室 ☎0570（07）1000 
                      受付時間  午前９時～午後５時（土日祝のぞく） 
       （一財）消防試験研究センターホームページ 
 

 
種類 区分 

実施日 
（午前実施） 

受付期間 
（書面申請） 

試験会場 結果発表 

一
般
試
験 

前
期 

甲種 
乙種（全類） 
丙種 

第１回 ５月28日（土） 
４月４日（月） 
～４月14日（木） 

山形ビッグウイング ６月29日（水） 

第２回 ６月18日（土） 
４月25日（月） 
～５月12日（木） 

山形工業高校 
鶴岡工業高校 

７月20日（水） 

第３回 ６月25日（土） 
５月９日（月） 
～５月19日（木） 

米沢工業高校 
新庄神室産業高校 

７月27日（水） 

第４回 ７月23日（土） 
６月６日（月） 
～６月16日（木） 

山形工業高校 
酒田光陵高校 

８月24日（水） 

第５回 ８月27日（土） 
７月11日（月） 
～７月22日（金） 

山形ビッグウイング ９月28日（水） 

後
期 

甲種 
乙種（全類） 
丙種 

第６回 10月15日（土） 
８月29日（月） 
～９月８日（木） 

米沢工業高校 
酒田光陵高校 

11月16日（水） 

第７回 10月22日（土） 
９月５日（月） 
～９月15日（木） 

山形工業高校 
鶴岡工業高校 

12月７日（水） 

第８回 11月19日（土） 
10月３日（月） 
～10月14日（金） 

山形ビッグウイング 
新庄神室産業高校 

12月21日（水） 

第９回 12月10日（土） 
10月24日（月） 
～11月４日（金） 

山形工業高校 
酒田光陵高校 

１月18日（水） 

第10回 １月28日（土） 
11月28日（月） 
～12月８日（木） 

山形ビッグウイング ３月１日（水） 

 

 
種類 区分 

実施日 
（午前実施） 

受付期間 
（書面申請） 

試験会場 結果発表 

一
般
試
験 

前
期 

甲種 
乙種（全類） 
丙種 

第１回 ５月21日（土） 
４月４日（月） 
～４月14日（木） 

山形ビッグウイング 
庄内ＪＡビル 

６月22日（水） 

第２回 ９月３日（土） 
７月19日（火） 
～７月28日（木） 

山形ビッグウイング 
庄内ＪＡビル 

10月12日（水） 

後
期 

甲種 
乙種（全類） 
丙種 

第３回 11月26日（土） 
10月11日（火） 
～10月20日（木） 

ヒルズサンピア山形 １月11日（水） 

第４回 １月14日（土） 
11月28日（月） 
～12月８日（木） 

山形ビッグウイング 
庄内ＪＡビル 

２月22日（水） 

 

〇消防設備士試験 

 

※電子申請は、書面申請の３日前から受付開始し、書面申請より３日前に受付終了します。 
※乙種は高校生も受験できます（所定の４種類の乙種免状取得者は甲種も受験可）。 
 

※電子申請は、書面申請の３日前から受付開始し、書面申請より３日前に受付終了します。 
※乙種は高校生も受験できます（電気工事士免状取得者は甲種も受験可）。 
 



                          

                          

                          

                          

                          

※感染等により、期限までに申告が困難な方は延長することが出来ます。 
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は
問
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せ
く
だ
さ
い
。 

 

令和５年歌会始のお題および詠進歌の詠進要領 

 
▼令和５年歌会始のお題／ 

「友」と定められました。 

※お題は「友」ですが、歌に詠む場合は「友」の文字が詠み込まれていればよく、「友人」、「学友」、「友好」

のような熟語にしても差し支えありません。 

▼詠進歌の詠進要領／ 

１ 詠進歌は、お題を詠み込んだ自作の短歌で一人一首とし、未発表のものに限ります。 

２ 書式は、半紙（習字用の半紙）を横長に用い、右半分にお題と 

短歌、左半分に郵便番号、住所、電話番号、氏名（本名、ふりがな 

つき）、生年月日、性別および職業（なるべく具体的に）を縦書き 

で書いてください（書式図参照）。  

無職の場合は、「無職」と書いてください（以前に職業に就いた 

ことがある場合には、なるべく元の職業を書いてください）。  

なお、主婦の場合は、単に「主婦」と書いても差し支えありません。 

３ 用紙は、半紙とし、記載事項はすべて毛筆で自書してください。ただし、海外から詠進する場合は、

用紙は随意（ただし、半紙サイズ 24cm×33cmの横長）とし、毛筆でなくても差し支えありません。 

４ 病気または身体障害のため毛筆にて自書することができない場合は次のうちいずれかにより詠進可。  

（1）代筆（墨書）による。代筆の理由、代筆者の住所および氏名を別紙に書いて詠進歌に添えてください。 

（2）本人がワープロやパソコンなどを使用して印字する。この場合、これらの機器を使用した理由を別紙

に書いて詠進歌に添えてください。 

（3）視覚障害の方は、点字で詠進しても差し支えありません。 

▼注意事項／次の場合には、詠進歌は失格となります。 

① お題を詠み込んでいない場合、短歌の定型でないもの、また用紙が縦長の場合 

② 一人で二首以上詠進した場合や毛筆でない場合 

③ 詠進歌が既に発表された短歌と同一、または著しく類似した短歌である場合 

④ 詠進歌を歌会始の行われる以前に、新聞、雑誌その他の出版物、年賀状等により発表した場合 

⑤ 詠進歌の詠進要領４に記した代筆の理由書を添えた場合をのぞき、同筆と認められるすべての詠進歌 

⑥ 住所、電話番号、氏名、生年月日、性別、職業を書いてないもの、その他詠進要領によらない場合 

▼詠進の期間／ 

お題発表の日から９月 30日（金）までとし、郵送の場合は、消印が９月 30日までのものを有効とします。 

▼郵便のあて先／ 

 「〒100-8111 宮内庁」とし、封筒に「詠進歌」と書き添えてください。 

詠進歌は，小さく折って封入して差し支えありません。 

▼問い合わせ／ 

 質問等がある場合には、宮内庁式部職あてに、郵便番号、住所、氏名を書き、返信用切手を貼った封筒を

添えて、９月 20日（火）までに郵送してください。 

 

【書式図】（横長） 



                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

１ ２ ３ 

ポイント対象となるマイナンバーカード申請期限：2022 年9 月末まで 

マイナポイント申込期限：2023 年2 月末まで 

マイナンバーカードを新規に取得した方（第1弾に申込んでいない方を含む） 
選択したキャッシュレス決済で買い物やチャージをすると、利用額の 25％、上限 5,000 円 

分のマイナポイントがもらえます。 

※2021 年12 月末までに第１弾に申込んだ方で、まだ20,000 円のチャージやお買い物を行なっていな 

い場合（5,000 円分までポイント付与を受けていない方）は、2022 年 1 月 1 日以降も引き続き、上限 

（5,000 円相当）までポイント付与を受けることができます。 

健康保険証として利用申込みをした方（すでに利用申込みをした方を含む） 

公金受取口座の登録を行なった方（2022年春頃、登録開始予定） 
  ※②、③のポイント申込み・付与は2022 年 6 月頃開始予定です。 

１ 

２ 

３ 

◆マイナポイント予約・申込み方法 
・マイナポイントアプリ対応のスマートフォン 

・パソコン+マイナンバーカードに対応したカードリーダー 

・マイナポイント手続きスポット 

３つの方法・場所 
で申込みができます 

スマートフォンからの申込み方法は次のページをご覧ください。 

スマートフォンが対応していない、操作方法が分からない場合は、 
舟形町役場と長沢集学校で手続きができます。 

 必要な持ち物  

・マイナンバーカード 

・マイナンバーカードの数字 4 桁のパスワード（利用者証明用電子証明書の暗証番号） 

・キャッシュレス決済サービスの「決済サービス ID」と「セキュリティコード」 

※決済 ID・セキュリティコードの確認、事前登録が必要な決済サービスの場合は登録を済ませてから来庁ください。 

※一部の決済サービスでは、決済サービスアプリや店頭からの申込みのみ対応している場合があります。 

 ・舟形町総務課デジタルファースト推進室（防災センター１階）/午前8 時 30 分～午後4 時 30 分（平日） 

・長沢集学校 / 午前10 時～午後7 時 

ポイントを受け取るキャッシュレス決済サービスを選択する際に 

必要な情報のことで、入力する情報は決済サービスごとに異なります。 
 

決済サービスＩＤ・ 
セキュリティコードとは 



                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

【マイナポイントについての問い合わせ】舟形町総務課デジタルファースト推進室  ☎（32）0818 

【マイナンバーカードについての問い合わせ】舟形町住民税務課住民係       ☎（32）0211 



☆ふれあい育児の広場…3月11日は終わりの会（午前10～11時）の予定です。
（今年度、最後になります。午前中に行われるふれあい育児の広場は、登録され
た方のみ参加できます。欠席の場合は事前に連絡をお願いします。） 

 

 ♡ふれあい育児の広場♡ 
２月２日（水）、かやのみ会さんによる「お

はなしでてこい」を行いました。12 組（総
数 24人）の家族が参加しました。扉のつい
た仕掛け絵本、パネルシアターでは一緒に
歌ったり、手を叩いたりしました。 
理科読（※）では、「かぜびゅうびゅう」

絵本の後、目に見えない空気を感じるよう
に、ヒラヒラ折り紙・風船・ナイロン袋・ス
モークマシーンを使って的当てなど体験で
きとても喜んでいました。 
 
※理科読…科学的読み物で、科学に親しみ、積極

的に理科を学ぼうという趣旨の造語です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

☆「冬」みらいの様子☆ 
寒い冬も元気いっぱいの子どもたち。今

年の干支の寅が大きく口を開けた作り物が
新聞紙で作った骨付き肉をパックン。肉を
食べさせるだけでなく、口をくぐってトン
ネル遊びにも発展していました。 
最近はカラーフォーミング（柔らかい積

み木）も人気です。ママと一緒に積み上げた
り、時には１人でじっくりと考え、積み上げ
ることもあります。お城のプリンセスやお
菓子屋さんに変身！想像力が育つ遊び方を
楽しんでいます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

こころとからだ！すくすく大きくな～れ 

にこにこ通信 
令和４年２月発行 第 1６６号 

舟形町子育て支援センターみらい 

（福祉避難所「てとて」内） 

   ☎３２－０５２８ 

♡ 生活リズムを整えよう 

 

                            

保育園の入園とともに子どもの生活リズムが変わります。朝ごはん、排泄、着替えな

どの登園の準備を余裕を持って行うためには、早寝、早起きが重要となります。遅寝、

遅起きの習慣がついてしまっている場合は、「早く寝かせる」よりも、「〇時までの決ま

った時間に起こす」ことから始めてみましょう。新生活に合わせた生活リズムに慣らし

ておくことで、子どもは心と体の健康を保つことができます。 

～こんな活動をしています～ 

支援センターは、月～金曜日に開館しています。 

利用時間 午前９時 30分～11時 30分 午後１時 30分～４時 30分 

【３月の予定】     閉 館 

日 月 火 水 木 金 土 

  １ ２ 

 

３ 

 

４ 

 

５ 

 

６ 

 

７ 

 

８ ９ 

あそびの 

広場 

10 11 

ふれあい 

育児の広場 

 

12 

 

13 14 

 

15 

すくすく 

広場 

16 

 

 

17 

おはなし 

広場 

18 19 

 

20 21 

春分の日 

 

22 

 

23 

あそびの 

広場 

24 

 

25 

 

2６ 

 

27 

       

     

28 29 30 

 

31 

 

 

 

 

 

 １月 27日（木）に今年度３回目、最後の「絵本と遊ぼ 

う赤ちゃん広場」が行われました。参加者、スタッフとも 

に自己紹介をし、「おはぎの嫁入り」「森の中を歩く」の２曲 

でスキンシップを楽しみました。ママとふれあいニコニコ顔 

の赤ちゃん、終わってスヤスヤ眠ってしまう子もいました。 

今年度はアンパンマンのカシャカシャ布製手作りおもちゃの 

プレゼントでした。 

 

 

 

☆ 絵本と遊ぼう赤ちゃん広場 ☆ 
 


